
令和４年４月１９日 
厚生労働大臣                                         

  殿 
                                                                                              
                   
                              機関名  国立大学法人東京大学 

 
                      所属研究機関長 職 名   学長 
                                                                                          
                              氏 名  藤井 輝夫         
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                        

２．研究課題名  医療現場や医療機関等における情報利活用の環境整備に向けた医療用語の標準化に 

 関する研究     

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院医学系研究科・准教授                               

    （氏名・フリガナ） 今井 健・イマイタケシ                        

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和４年4月13日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                              機関名 国立大学法人愛媛大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  大学院医学系研究科長  
                                                                                          
                              氏 名  山下 政克       
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  地域医療基盤開発推進研究事業                                         

２．研究課題名  医療現場や医療機関間等における情報利活用の環境整備に              

 向けた医療用語の標準化に関する研究                                    

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学系研究科・教授                                  

    （氏名・フリガナ） 木村 映善・キムラ エイゼン                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



   国立大学法人愛媛大学における委任に関する規程 
 

平成１６年４月１日 
規則第 ３８ 号 

 
（目的） 

第１条 この規程は，国立大学法人愛媛大学の事務を組織的かつ能率的に処理するため，学内の

委任について定めることを目的とする。 
（定義） 

第２条 この規程中「委任」とは，学長が各学部長，各研究科長，教育・学生支援機構長，社会連

携推進機構長，産学連携推進センター長，知的財産センター長，地域専門人材育成・リカレン

ト教育支援センター長，防災情報研究センター長，南予水産研究センター長，植物工場研究セ

ンター長，紙産業イノベーションセンター長，地域協働センター西条センター長，地域協働セ

ンター南予センター長，地域協働センター中予センター長，地域共創研究センター長，四国遍

路・世界の巡礼研究センター長，俳句・書文化研究センター長，沿岸環境科学研究センター長，

地球深部ダイナミクス研究センター長，プロテオサイエンスセンター長，アジア古代産業考古

学研究センター長，宇宙進化研究センター長，学術支援センター長，総合情報メディアセンタ

ー長，埋蔵文化財調査室長，国際連携推進機構長，ミュージアム館長，総合健康センター長，広

報室長，四国地区国立大学連合アドミッションセンター長，大学連携 e-Learning 教育支援セン

ター四国愛媛大学分室長，データサイエンスセンター長及び医学部附属病院長（以下本条にお

いて「学部長等」という。）に，学長の職務権限の一部を行わせることをいい，学部長等は，そ

の事務について与えられた職務権限の範囲内で，学部長等の名により，自らの責任において事

務を行うものとする。 
（委任事務） 

第３条 委任する事務は，別表のとおりとする。 
 
附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は，平成１６年６月１日から施行する。 
附 則 

この規程は，平成１６年６月９日から施行する。 
    附 則 
この規程は，平成１６年１２月１日から施行する。 
  附 則 

 この規程は，平成１７年６月１５日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。 
    附 則 

 この規程は，平成１８年７月１２日から施行し，平成１８年４月１日から適用する。 
  附 則 
この規程は，平成１９年７月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成１９年９月１８日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成１９年１１月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成２０年４月２３日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。 
  附 則 
この規程は，平成２０年１０月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 
  附 則 



この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成２３年４月２８日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は，令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 
この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は，令和３年４月１日から施行する。 



別 表  
委任事項 委任者 受任者 備考 

 遺伝子組換え実験の安全確保に関する次に掲げる

事項 
 （1） 実験従事者に対する教育訓練及び健康管理を

行うこと。 
 （2） 安全委員会の委員及び安全主任者を任命する

こと。 
 （3） 学長の承認を必要とする実験（機関実験）に

ついて，承認を与えること。 
 （4） その他，文部科学省への申請及び報告等学長

が行う事項を除き，必要な事項を実施すること。 

学長 教育学部長 
理学部長 
医学系研究科長 
医学部附属病院長 
工学部長 
農学部長 
学術支援センター長 
沿岸環境科学研究センタ

ー長 
プロテオサイエンスセン

ター長 
南予水産研究センター長 

 

 競争的資金等の研究分担者となることの承諾に関

すること。 
学長 各学部長 

各研究科長 
教育・学生支援機構長 
社会連携推進機構長 

産学連携推進センター長 
知的財産センター長 
地域専門人材育成・リカレ

ント教育支援センター長 
防災情報研究センター長   
南予水産研究センター長 
植物工場研究センター長 
紙産業イノベーションセ

ンター長 
地域協働センター西条セ

ンター長 
地域協働センター南予セ

ンター長 
地域協働センター中予セ

ンター長 
地域共創研究センター長 
四国遍路・世界の巡礼研究

センター長 
俳句・書文化研究センター

長 
沿岸環境科学研究センタ

ー長   
地球深部ダイナミクス研

究センター長   
プロテオサイエンスセン

ター長 
アジア古代産業考古学研

究センター長 
宇宙進化研究センター長 
学術支援センター長 
総合情報メディアセンタ

ー長 
埋蔵文化財調査室長 

 

user
ハイライト表示

user
ハイライト表示



国際連携推進機構長 
ミュージアム館長 
総合健康センター長 
広報室長 
大学連携 e-Learning教育支

援センター四国愛媛大学

分室長 

四国地区国立大学連合ア

ドミッションセンター長 
データサイエンスセンタ

ー長 
医学部附属病院長 

 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平

成１６年１２月２８日１６文科振第９２９号）」に定

める「研究を行う機関の長の権限又は事務」に関する

こと。 

学長 医学系研究科長 
医学部附属病院長 
プロテオサイエンスセン

ター長 

 

 「厚生大臣の定める施設基準（平成６年３月厚生省

告示第６１号）」に係る届出，「新看護等の基準（平

成６年３月厚生省告示第６３号）」に係る届出及び「入

院時食事療養の基準等（平成６年８月厚生省告示第２

３８号）」に係る届出に関すること。 

学長 医学部附属病院長  

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成 10 年法律第 114 号）に定める申請及

び届出等に関すること。 

学長 医学系研究科長 
医学部附属病院長 

 

 国立大学法人愛媛大学兼業規程第５条の規定に基

づき，各部局等の長以外の職員が，国，他の国立大学

法人又は独立行政法人からの依頼に基づき公的な業

務に従事する兼業並びに同規程第９条第１項第１号，

第２号及び第１１号に規定する兼業以外の兼業に従

事する場合の許可に関すること。 

学長 
 

医学部長 
医学部附属病院長 
医学系研究科長 
農学部長 
農学研究科長 
大学院連合農学研究科長 

 

 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平

成２６年１２月２２日２６文科振第４７５号）」に定

める「研究機関の長の権限又は事務」に関すること。 

学長 医学部附属病院長  

 




